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ずっと住まいる・みんなで住まいる応援事業

元気にお返事できるかな
［写真］福富小学校入学式
　　　　（18ページ）

５



白石町っていいところだな。これからも住みたいなー。
そろそろ地元白石町に戻って家を建てようかなー。
これからも大好きな白石町に住み続けたいなー。

上記以外の場合でも補助対象となる場合があります。
補助金交付に関する詳しい要件については、必ず下記までお問合せください。

※東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)

　上記3事業については、 他にも要件がありますので、詳しくは町のホームページをご覧いただくか、
　下記までお問合せください。

新生活。
白石町で始めませんか。

白石町は
　　　そんなみなさんを
　　　　　応援します！！

「ずっと住まいる
　　　応援事業」
～これまでもこれからも　　　
　ずっと白石に住んでほしい～

令和4年4月1日現在で夫婦ともに39歳以下
または中学生以下の子どもがいる世帯対象者

対象経費

補助額

注意点
①令和4年4月1日以降に契約したものが対象となります。
②「ずっと住まいる応援事業」と「みんなで住まいる応援事業」を両方申
　請することはできません。いずれか1回のみ。
③住宅に関連する補助金と重複して申請ができない場合があります。

新築住宅、建売住宅、中古住宅の
購入にかかった費用

最大100万円 最大50万円

新たに親と同居するために行う、
既存住宅の増改築費用

「みんなで住まいる
　　　　応援事業」
～みんなで一緒に　　　　　
　　　白石に住んでほしい～

若者・子育て世帯の住宅取得を
応援します

「結婚新生活支援事業」

対象者

対象経費

補助額

①令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、
　受理された夫婦
②夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下
　※この他にも要件があります

令和4年1月1日から令和5年3月31までに支払った
住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃貸費用、引越費用

①夫婦ともに29歳以下 および 直近の所得が 400万未満 60万円
②夫婦ともに39歳以下 および 直近の所得が 400万未満 30万円
③夫婦ともに39歳以下 および 直近の所得が 400万以上 20万円

対象者

補助額

新婚夫婦を応援します

県外からの移住者を応援します

「東京圏在住者
　移住支援事業」
～東京圏から移住された人～

「さが暮らし
 スタート支援事業」
～佐賀県外から移住された人～

白石町へ移住する直前の10年間のう
ち、通算5年以上、東京23区に在住、ま
たは東京圏から東京23区へ通勤して
いた人で、就業等の要件を満たす人

白石町へ移住する直前の10年間のう
ち、通算5年以上、佐賀県外に在住して
いた49歳以下の人で、就業等の要件
を満たす人

単身で移住 60万円
世帯で移住 100万円

（18歳未満１人につき30万円加算）

単身で移住 60万円
世帯で移住 100万円

※600万円(税抜)以上が対象 ※600万円(税抜)以上が対象

問 総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132
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問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

問 生涯学習課　生涯スポーツ係　TEL 0952-84-7129

【教育標準（1号）認定】幼稚園・認定こども園（幼稚園機能部分）
　利用者負担額（保育料）は無償となります。
　≪注意≫
　1．利用者負担額（保育料）のほかに、各園によって給食費などの実費徴収がある場合が
　　　あります。保育料は無償となりますが、給食費は引き続き保護者の負担となります。
         ただし、副食費は以下の該当者は免除となります。
　　　① 市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯のこども
　　　② 小学校3年生以下のこどもから第1子、第2子と判定し第3子以降のこども
　2．市町村民税額の計算には、配当控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別控除、株式等譲渡所得割控除などは適用しません。
　3．判定区分は、4月から8月までは前年度分の市町村民税所得割課税額、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税所得
　　　割課税額で決定します。

　児童扶養手当の手当額は、全国消費者物価指数に合わせて変動する「物価スライド制」
を採用しており、令和3年の物価変動率が前年比-0.2％であったため、令和4年度の児童扶
養手当額は、0.2％の引き下げとなります。

　「ニュースポーツ」とは、誰でも気軽に簡単に楽しむ事ができる新しいスポーツです。
　地域の行事、老人会、子どもクラブなどレクリエーションの一環として多くの機会で活用してもらいたい
と考えています。
　色々なニュースポーツを体験できるように用意していますので、皆さんの参加をお待ちしています。

●日時：5月14日（土） 14:00～16:00　
　　　　（上記の時間内であれば、いつでも参加自由です。）
●場所：白石社会体育館
●内容：ニュースポーツの紹介と体験
　　 （輪投げ、バッゴー、スカットボール、ボッチャ、ヒットだ！ターゲット、
　　　ビーンボウリング、シャフルボード、ワンバウンド・ふらばーるボールバレー）
　※種目については変更となる場合があります。
　※各自でマスク・体育館シューズ・飲み物をご用意してください。

　≪注意≫       
　1．多子世帯の年齢制限について       
　  ① 第１から第４-2A階層の世帯は、兄または姉の年齢制限なしで第1子、第2子等と判定し、第2子は半額、第3子以降は0円とな
　　　ります。ただし、第３-A、第４-１A、第４-２A階層の第2子以降は0円となります。    　　
　　② 第４-2Bから第8階層の世帯は、小学校就学前かつ施設等を同時に利用する場合に第1子、第2子等と判定し、第2子は半額、第
　　　3子以降は0円となります。       
　２．第４-2Bから第8階層で、同一世帯内に扶養義務者と生計を一にする18歳未満の子どもが3人以上同居している場合の第3子以
　　　降のひとり入所は、上記表の負担額から30％軽減を行います。（上記１の軽減者は除く。）  　
　３．定義欄内の『（ひとり親世帯等）』には、ひとり親世帯のほか、障害児（者）同居世帯、生活保護法に定める要保護者等特に
　　　困窮していると町長が特別に認める世帯を含みます。
　４．利用者負担額の根拠となる税額の計算には、配当控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別控除、株式等譲渡所得割控除など
　　　は適用しません。       
　５．未婚のひとり親に対しては、寡婦（夫）に該当するものとみなし、利用者負担額（保育料）の算定を行います。
　６．利用者負担額（保育料）は、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中の保育料は変わりません。
         また、年度途中で入所した場合も当該年度初日の前日時点の年齢で決定します。 
　７．階層区分は、4月から8月までは前年度分の市町村民税所得割課税額、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税所得割課税
　　　で決定します。       
　８．利用者負担額（保育料）のほかに、各園によって給食費などの実費徴収がある場合があります。
         3歳以上児の保育料は無償となりますが、給食費は引き続き保護者の負担となります。ただし、副食費は以下の該当者は免除と
　　　なります。
　　　① 市町村民税所得割課税額が57,700円未満（「ひとり親世帯等」該当の場合は77,101円未満）の世帯のこども
　　　② 第3子以降のこども（「第3子」の考え方は≪注意≫１. ②と同様）

保育園、認定こども園の利用者負担額【保育料】を
お知らせします 児童扶養手当額が改正になりました

「学童保育支援員」を募集します

仲良く・楽しく・健康に
「ニュースポーツ体験会」に行ってみよう♪

令和4年度

【保育標準・短時間（2号・3号）認定】保育所・認定こども園（保育所機能部分）　（単位：円）
保育料月額階層

区分
多子年齢
制限

定　義

生活保護世帯

（ひとり親世帯等）

（一般世帯）

（ひとり親世帯等）

（一般世帯）

（ひとり親世帯等）

（一般世帯）

（ひとり親世帯等）

（一般世帯）

市町村民税非課税世帯

市町村民税所得割課税額
48,60０円以上57,700円未満

市町村民税所得割課税額
57,70０円以上77,10１円未満

市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満

市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満

市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満

市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満

市町村民税所得割課税額397,000円以上

3歳未満児
標準時間 短時間 標準時間 短時間

3歳以上児

市町村民税得割課税額
48,600円未満

問 保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

第1

第2-A

第2-B

第3-A

第3-B

第4-1A

第4-1B

第4-2A

第4-2B

第4-3

第5

第6

第7

第8

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

有

有

有

有

有

有

0 

0 

0

8,100

17,500

8,100

27,000

8,100

27,000

27,000

35,600

48,800

64,000

83,200

0 

0 

0

8,100

17,300

8,100

26,600

8,100

26,600

26,600

35,100

48,000

63,000

81,900

0 

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基本額

令和3年度
(令和3年4月から)

第2子加算額

第3子加算額

全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
全部支給
一部支給

43,160円
43,150円～10,180円
10,190円
10,180円～5,100円
6,110円
6,100円～3,060円

令和4年度
(令和４年4月から)
43,070円
43,060円～10,160円
10,170円
10,160円～5,090円
6,100円
6,090円～3,050円

●雇用期間・勤務形態 
　①7月1日～令和5年3月31日・通常勤務及び長期休業中勤務
　②7月21日～8月31日・夏季休業中勤務のみ
●勤務時間　放課後から18時まで（延長保育の場合は19時まで）
　　　　　　夏休みなどの長期休業中は7時30分から19時までの中で6時間程度   
●勤務内容　学童保育施設内にて留守家庭の児童の見守り、育成支援 
●対象　　　原則として白石町内に居住、心身ともに健康で、体力に自信のある人
　※募集〆切　5月31日まで 
　※応募方法、賃金など詳しい勤務内容等はこども未来係までお尋ね下さい。

参加料無料
参加申込不要です
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問 保健福祉課　健康づくり係　TEL 0952-84-7116

小学校6年生～中学校2年生の女子

サーバリックス（2価） 2回目：1回目の接種から1か月後
3回目：1回目の接種から6か月後
2回目：1回目の接種から2か月後
3回目：1回目の接種から6か月後

回数ワクチンの種類

ガーダシル（4価）

3回

3回

標準的な接種間隔

からだの不調を早く見つけるためにまずは健診をうけ、体の状態をチェックしましょう。
特定健診は 生活習慣病（高血圧・糖尿病・脂質異常症等）・がん検診は がん の早期発見につながります。
今年度の集団健診は7月5日(火)から開始になります。
今年度、受診できる項目等については6月にお送りする通知を確認してください。

　平成25年4月1日から子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）が定期の予防接種となっています。
HPVワクチンは子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができ、子宮
頸がんの原因の50～70％を防ぎます。
　令和3年11月の専門家の会議で安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、
接種による有効性が副反応リスクを明らかに上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取組
を再開することになりました。

◆対象者　　 平成20年4月2日～平成23年4月1日生の女子
◆接種期間　 高校１年生相当になる年度の3月31日まで　
◆接種費用　 無料
◆接種方法　 県内の実施医療機関に予約して実施　（予診票は中学生のみ順次送付します）

中学3年生～高校1年生の女子
◆対象者　　平成18年4月2日～平成20年4月1日生の女子
◆接種期間　高校1年生相当になる年度の3月31日まで
　　　　　　※上記の接種期間を過ぎた場合は令和7年3月31日まで接種できます
◆接種費用　無料
◆接種方法　県内の実施医療機関に予約して実施　　（予診票は順次送付します）

高校2年生～25歳の女性

接種スケジュール（標準的な接種期間は中学１年生）

◆対象者　　平成9年4月2日～平成18年4月1日生の女性で過去にＨＰＶワクチンの接種を合計3回受
　　　　　　けていない人
◆接種期間　令和7年3月31日まで
◆接種費用　無料
◆接種方法　県内の実施医療機関に予約して実施　
◆注意事項　過去にHPVワクチンを受けた人は、接種回数が合計3回になるように残りの回数を公費で
　　　　　　受けることができます。
　　　　　　過去に接種したワクチンの種類や接種時期について母子健康手帳や予防接種済証でご確認
　　　　　　ください。

　骨髄等移植においては、ドナーの心理的・経済的負担が伴うことから、骨髄等の移植とドナー登録の推進
を図るために骨髄等を提供したドナーに対して助成を行います。

次のすべての項目を満たす人
１）日本骨髄バンクに登録している人
２）骨髄等の提供を行った人（令和4年4月1日以降）
３）白石町に住所を有する人
４）白石町税等の滞納がない人

1日2万円（上限7日間）

詳細は保健福祉課までお問い合わせください。

※1…新型コロナ感染症の影響により変更になることがあります。
　　　検査内容や個別健診（医療機関）等の詳細については、6月に配布予定の
　　「住民健診ガイドブック」をご覧ください。
※2…30～44歳の女性で対象者はHPV検査(無料)が併用可
　　　(ご自身の過去の結果により検診間隔が異なります)。

◇の日には乳がん検診はありません。

10月の集団健診は実施しますが、
乳がん検診はありません。

◆次号で前年度の白石町の特定健診結果等をお知らせいたします。

住民健診をぜひ受けましょう！ 令和４年度に小学校6年生～25歳になる女性の
子宮頸がん予防ワクチンについて

骨髄移植ドナーへの助成が始まりました

※1　７月の住民健診日程表 健（検）診の項目 　 ※年齢は、令和5年3月31日を基準日とします
◇5日

6日

7日

8日

9日

◇11日

12日

13日

◇14日

◇15日

特定健診 

国保の30代健診

ピロリ菌検査

胃がん検診（ﾊ ﾘ゙ｳﾑ検査）

肺がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診
乳がん検診（ﾏﾝﾓｸ ﾗ゙ﾌｨ）
◎１日先着55人まで

※2  子宮頸がん検診

肝炎ウイルス検査

40～74歳の白石町国保加入者
社会保険被扶養者

30代健診受診者で過去に検査
を受けていない人

40歳以上で前年度の町の乳が
ん検診を受けていない人

30～74歳で過去に検査を受け
ていない人

30～39歳の白石町国保加入者

40歳以上

40歳以上

40歳以上

20歳以上

40歳以上

1,000円

1,000円

1,080円

1,000円

200円（痰：500円）

500円

500円

700円

1,000円

無料

火

水

木

金

土

月

火

水

木

金

7月 福富
ゆうあい館

ふれあい郷

対象者 自己負担額

健康を守
る

第１歩

対象者

助成
金額

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

白石町
総合センター

（注）

原則、同一種類のワクチンを用いて3回接種します

※過去に受けた接種回数や時期により接種方法が異なる場合があります。

広報白石 R4・5 7広報白石 R4・56



問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

がんの治療に伴う医療用ウィッグや補正具の助成のお知らせ
（白石町がん患者アピアランスケア支援事業助成金）

統計調査にご協力をお願いします

問
杵藤地区新型コロナウイルスワクチンコールセンター　　　　　　  TEL 0120-947-694
白石町役場保健福祉課「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」　TEL 0952-84-7116

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
新型コロナウイルスワクチン接種が低調な若い世代で感染者数が増加！

3回目の接種をご検討ください。

白石町職員組織機構図　変更および追加

小児接種(5歳～11歳)

4月22日現在

新たに5歳になるお子さんの接種券は5歳の誕生日の翌月に発送します
使用するワクチンは小児用のファイザー社製ワクチンで、一般用のワクチンとは異なります。
3週間の間隔で2回接種します。
町内3医療機関（高島病院、かわぞえ内科クリニック、有島病院）で接種ができます。

広報白石4月号の白石町役場組織機構図に一部変更がありましたのでお知らせします。
　　教育委員会学校教育課課長補佐　　　　　　　：永石　敏
　　教育委員会学校教育課新しい学校づくり係長　：池田　敏雄
　　教育委員会学校教育課有明中学校用務員　　　：辻　和博

実施場所 使用ワクチン 予約方法および接種日等

個別接種

2回目接種時期 接種券発送時期

町内個別接種
実施医療機関

ファイザー
およびモデルナ

各医療機関に直接予約してください。接種時期によって
使用するワクチンの種類が異なりますので、予約時に
ご確認ください。

※接種は強制ではありません。接種券に同封しますワクチンの説明書等をよく読んで、
　ワクチンのメリット・デメリットを考慮して、接種を判断してください。
※1、2回目の接種も引き続き個別接種医療機関で実施しています。

「接種は完全予約制」
接種券が届き次第予約できます
5月からは個別接種のみ実施して
います

追加接種(3回目接種)

がん治療のために医療用ウィッグや乳房補正具を購入した人に対し、購入費用の一部を助成する事業を開始
します。

　国ではさまざまな統計調査を定期的に行っており、国民の共有財産として日本経済の発展や国民生活の
向上に活用されています。
　今年度の主な調査は下記のとおりです。調査対象に選ばれた世帯には「調査員証」を携行した調査員が
伺いますので、ご協力・ご回答をお願いします。

※調査対象世帯には、基準日より前に「調査のお知らせ」を配布します。
※統計調査業務に従事する人を随時募集しています。詳しくは下記までお問い合わせください。

次のすべての項目を満たす人
1）がんと診断され、その治療を現在受けている人、又は過去に受けていた人
2）申請時に白石町に住所を有する人
3）白石町税等の滞納がない人
4）他市町から同種の助成等を受けていない人

（令和4年4月1日以降購入分）
1）医療用ウィッグ（全頭タイプ）
2）乳房補正具　　
3）その他町長が適当と認めるもの

対象物にかかった金額の2分の1の額（上限2万円、1円未満は切り捨て）

1）がんと診断されたことのわかる書類
2）医療用補正具等の購入にかかる領収書の写し
3）滞納のない証明
4）助成金の受領の権限を委任する場合は委任状

対象者

助成
金額

対象と
なるもの

必要な
書類

国民生活基礎調査 調査内容／保健、医療、福祉、年金、所得など
目的／国民生活の基礎的な事項を世帯面から
　　　総合的に把握するため

東深通・福吉の一部
伊ケ代
下区の一部
牛屋東分(新通)

基準日 調査対象地区調査名

6月2日

就業構造基本調査 調査内容／詳細な就業状態など
目的／日本の就業構造を把握するため

町内全域の一部
(約700世帯)

10月1日

労働力調査 調査内容／１週間の就業状態など
目的／労働力人口の変化を把握するため

東区
(北昭和、権和、大搦)

6月15日

住宅・土地統計
調査(単位区設定)

調査内容／調査員が町内を巡回し、建物の状況を
　　　　　確認します
目的／R5.10月実施の「住宅・土地統計調査」の
　　　事前調査

町内全域R5.1~2月

牛屋東分(大西)7月15日

調査内容・目的

オミクロン株は従来株より重症化率は低いものの、感染力は強いため、感染拡大に
よる重症例の増加が懸念されています。
若い人であっても、新型コロナに感染した後、
重症化することや、後遺症が生じることがあります。
ワクチンの３回目接種を迷われている人は、自分のため、周りの人の発症重症化予
防のため、早めの接種をご検討ください。

対象者：2回目接種から6ヵ月経過した12歳以上の人（R4.3.25～18歳以上→12歳以上に変更）
使用ワクチン：12歳～17歳　ファイザー社製のみ
　　　　　　　18歳以上　ファイザー社製及びモデルナ社製
【3回目接種券発送時期】※12～17歳の接種券は4月15日から発送を開始しました。

令和3年11月7日まで
　11月  8日～14日
　11月15日～21日
　11月22日～30日
　12月  1日～  7日

5月6日までに発送済み
5月13日（金）発送
5月20日（金）発送
5月27日（金）発送
6月　7日（火）発送
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問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　町では、大雨等により住宅（住家）の床上浸水被害が発生した場合、感染症予防の必要から、消毒薬剤
を配布します。

１．配布する消毒剤

　　消石灰については、身体（肌や目）に触れた場合に炎症や失明を起こす恐れなど、その使用による
　健康被害の危険性が指摘されているため、昨年から消毒薬剤の配布へ変更しています。

２．対象世帯　　　住家 床上浸水のみ　（希望される世帯へ）

３．配布の目安　　1世帯あたり　逆性石けん液（500㎖）1本

４．配布方法　　　住家の床上浸水の被害を受け消毒薬剤の配布を希望する人は、地区代表者の人が　
　　　　　　　　　被害状況を調査されたとき、配布希望を伝えてください。
　　　　　　　　　　　⬇
　　　　　　　　　地区代表者の人が薬剤の数量を集約し、役場へ報告。
　　　　　　　　　　　⬇
　　　　　　　　　役場から地区代表者宅へ配達。
　　　　　　　　　　　⬇
　　　　　　　　　希望世帯への配布は各地区でお願いします。
　　　　　　　　※床上浸水世帯数が多い場合、配布までに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。

◇使用方法・注意　…逆性石けん液　（塩化ベンザルコニウム10％液）
　　　（1）原液は 約100倍にうすめて使用してください。（原液のままで使用しないこと）
　　　（2）薬剤を扱うときは手袋などを使用してください。
　　　（3）汚れをよく洗い落とし、うすめた消毒液をきれいな布などに含ませてふいてください。
　　　（4）誤飲事故の恐れがありますので、消毒液をペットボトルに移し替えないでください。

水害時における消毒薬剤の配布について 浸水した家屋の感染症対策

参考：日本環境感染学会　一般家屋における洪水・浸水など水害時の衛生対策と消毒方法

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

消　毒　薬 対　象　と　使　い　方
食器類・流し台・浴槽 家具類・床

次亜塩素酸
ナトリウム

(家庭用塩素系　
　漂白剤でも可)

10％塩化ベン
ザルコ二ウム
(逆性石けん)

0.02％に希釈する
①食器用洗剤と水で洗う。
②希釈した消毒液に5分間漬け
　るか、消毒薬を含ませた布で
　拭き、その後、水洗い・水拭
　きする。
③よく乾燥させる。

0.1％に希釈する
①泥などの汚れを洗い流すか、雑
　巾などで水拭きしてから、十分
　に乾燥させる。
②調整した液を浸した布などでよ
　く拭く。
③金属面や木面など色あせが気に
　なる場所は、水で2度拭きする。

0.1％に希釈する
①泥などの汚れを洗い流すか、
　雑巾などで水拭きしてから、
　十分に乾燥させる。
②調整した液を浸した布などで
　よく拭く。

0.1％に希釈する
①泥などの汚れを洗い流すか、雑
　巾などで水拭きしてから、十分
　に乾燥させる。
②調整した液を浸した布などでよ
　く拭く。

希釈せず、原液のまま使用
①洗剤と水で洗う。
②アルコールを含ませた布で拭く。
※70％以上のアルコール濃度
　のものを使用すること
※火気のある所では使用しない

希釈せず、原液のまま使用
①泥などの汚れを洗い流すか、雑
　巾などで水拭きしてから、十分
　に乾燥させる。
②アルコールを含ませた布で拭く。
※70％以上のアルコール濃度のも
　のを使用すること
※火気のある所では使用しない

消 毒 用
アルコール

水１リットル

バケツ

消毒液 10cc

消　毒　薬　剤
逆性石けん液（塩化ベンザルコニウム10％液）500㎖

用　　途
屋内用（床・壁・家具等）

●感染症予防のためには、清掃と乾燥が最も重要です
　清掃が不十分だと、消毒の効果を発揮できません！

●屋外（床下や庭）の消毒は原則不要です

消毒の手順
消毒の前に十分清掃しましょう！

主な消毒液と使用方法
●ゴム手袋・長靴、ゴーグル等を着用して作業しましょう！
●次亜塩素酸ナトリウム
　汚染の程度がひどい場合、長時間浸水していた場合に使います
●アルコール、塩化ベンザルコニウム
　色あせ、腐食などにより次亜塩素酸ナトリウムが使用できない場合に使います

①ほこりから目や口を保護するため、ゴーグル・マスクを着用
②清掃中のケガ予防に、手袋・底の厚い靴などを着用
③ドアと窓をあけて、しっかり換気
④汚泥は十分に取り除き、しっかり乾燥
　清掃が不十分だと、消毒の効果を発揮できません！
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令和4年度の
白石町環境保全監視員が
決まりました。

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　町では、生活環境の保全と公衆衛生の向上のため、25名の環境保全監視員を委嘱しました。環境問題の解決
のため、指定された地域を定期的に巡回していただきます。不法投棄・野焼き・水質汚濁・悪臭などは一人ひと
りの心がけで防止できます。住民の皆さんのご協力をお願いします。

  監視員名
田中　誠一
秀島　正洋
鶴田　治
廣橋　真人
土井　隆
北島　喜代春
池田　敏治
川島　正弘
栗山　正則
小野　敏文
堤　忠則
吉原　富雄
久原　正博
重富　安則
西山　一美
筒井　一信
本山　正成
小野　　稔
川﨑　優美
香月　三郎
髙尾　貞義
大曲　弥素男
志田　和昭
岩永　政幸
樋口　博幸

  行政区
福吉南
屋形通
福富移
東郷上
中郷北
多田
法蔵寺
三町北
川津
遠江搦
道目
新拓４号
中区
南区
住ノ江区
東六府方区
大西
沖清
新明１区
久治
戸ケ里
古賀
室島
古渡
牛間田

　　　　　　　　担　当　地　区

白石校区

六角校区

須古校区

北明校区

上区、中区、下区、北区
八平干拓
南区、東区、六府方区、住ノ江区
東六府方区、代行干拓
牛屋東分
牛屋西分、新開
新明
久治、六ヶ里、辺田
上田野上、下田野上、島津、廻里、高町、廻里津、戸ヶ里の一部
古賀、原田、坂田、白岩、戸ヶ里の一部
室島、竜王、深浦
長浜
牛間田

｢麦わら｣は燃やさず、すき込みしましょう

問 白石町農業再生協議会（事務局 農業振興課内）　TEL 0952-84-7121（直通）

●すき込みする目的
　①資源の有効利用による水田の土壌改良
　　（土づくりに効果絶大）
　②地区住民への煙害防止
●麦わらすき込みの効果
　①地力が高まり、生産が安定します。
　②化学肥料を節減できます。
　③土壌が柔軟化し、機械作業が楽になります。

●麦わらすき込みのポイント
　①麦わら切断を長めに（15㎝以上）
　②早めの入水を
　③麦わらのすき込みを始めて2～3年間は、分解用の
　　窒素施用を（窒素成分で2.5㎏施用）
　④やや深めに耕起（現行より1～2㎝深く）
　⑤極浅水（ベタかき）代かきを行うこと

　山林、道路、河川敷、空き地等へのごみの不法投棄やポイ捨てが後を絶ちません。これらは、地域の景観
を損なうだけでなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、地域の生活環境に悪影響を及ぼします。ごみの分別
やルールを守り、適正な処理を行うようにしましょう。
　※不法投棄、不法焼却をした場合、5年以下の懲役または1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の
罰金またはその両方が科せられます。

ごみの不法投棄、ポイ捨てはやめましょう。

　町内において山間部や道路、水路わき、有明海沿岸部などに野菜、農業用廃資材、生活ごみなどが捨てら
れたり、さらにごみを燃やした場所も確認されています。「自分さえよければ」の身勝手で悪質な行動が、
地域の環境悪化を招いています。町民の皆さん一人ひとりが環境を守り、子どもたちに誇れる町にしていき
ましょう。

ごみや野菜くずの焼却も絶対にダメです‼

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問 農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

水路への不法投棄水路への不法投棄 タマネギ不法投棄タマネギ不法投棄

ビン、ガラス、カンを含むごみと焼却ビン、ガラス、カンを含むごみと焼却 タマネギ焼却跡タマネギ焼却跡

春の農作業安全運動実施中

運動期間：５/１～６/30

ノーミス・ノー事故・農作業！

麦の収穫作業や田植えなどの準備でコンバインやトラクターに乗る機会
が多い時期となりました。
焦りや油断は禁物です。安全第一で農作業を行いましょう。
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●対象となる工事　・トイレ、お風呂等を下水道に接続するために要する工事費
　　　　　　　　　・くみ取りトイレを水洗トイレへ変更する場合の工事費
●申請の条件　自己所有（申請者および配偶者の親または子、同居の親族を含む）で居住する
　　　　　   　 住宅の接続工事であること。 (新築住宅は除く）

供用開始から1年以内に工事完了
供用開始から1年を超え2年以内に工事完了
供用開始から2年を超え3年以内に工事完了  
供用開始から3年を超えて工事完了

10万円
7万5千円
5万円

2万5千円

「下水道接続促進事業費補助金」について
接続を促進し、下水道の普及を図るため、宅内の下水道接続工事に対して補助金を交付します。

　令和4年度に下水道整備区域外の専用住宅及び自治公民館等で設置される浄化槽に対し、経費の一部を
助成します（年間60基予定）。
　助成を希望される人は、事前申請が必要になりますので役場生活環境課へご連絡ください。

　新しいし尿処理施設「杵島地区環境センター」（大町町）が4月1日から本格稼働を始めました。
　新施設は、肥料にできるリン酸マグネシウムを生成する設備を備えており、九州でも数少ない資源化処理施
設となっています。
　また、し尿処理工程から生成される汚泥は、農業や家庭菜園で活用できる肥料として一般の希望者に配布さ
れています。
　今年度管理棟が完成し、令和5年度より施設見学が可能になりますので、ぜひ、町内会や学校などで、近代的
な施設を視察見学にお越し下さい。

●令和4年3月31日から、大字坂田、大字横手の一部が供用開始になりました。
●公共下水道が供用開始になった地域は、下水道に接続することが下水道法で定められています。　
●下水道接続工事は、白石町に登録されている白石町下水道排水設備工事店に依頼してください。
●公共下水道・農業集落排水区域外は浄化槽区域です。浄化槽の設置をお願いします。
　※単独浄化槽（生活雑排水は処理しません）は、合併浄化槽に切り替えましょう。

※賃貸住宅等は、（　）の国の補助基準額
となります。

※11人槽以上の浄化槽を設置する時の
　補助額はお問い合わせください。

「浄化槽設置整備事業補助金」について

補助額：対象工事費の10％（千円未満切り捨て）で最高10万円

●補助金の額

補助限度額

補助金限度額
600，000円
（332，000円）

720，000円
（414，000円）

920，000円
（548，000円）

人　　　槽

5人槽

6～7人槽

8～10人槽 問 生活環境課 下水管理係　TEL 0952-84-7118（直通）

下水道への接続、浄化槽の設置をお願いします

本格稼働開始  し尿処理施設 「杵島地区環境センター」

自然環境と共生する住みよい町づくりのために 令和４年度  生ごみ処理器等購入の補助金について

手話奉仕員養成研修講座（入門、基礎編） 受講生募集！

巡回聴こえの相談　～in 白石町～

町では、生ごみ処理器等やコンポスト容器（段ボールコンポ
スト等）の購入者に対し、補助金の交付を行っています。
●補助対象者
　町内の一般家庭、自治公民館　※事業所は対象外
●生ごみ処理器等
　生ごみ処理器等を使って減量した処理物は、有機質肥料と
　して家庭での再利用ができ、良質の「資源」に変わります。
●コンポスト容器
　コンポストとは、畑などの土に置きその中に生ごみを入
　れ堆肥にするという仕組みです。地上式と埋め込み式が
　あります。
●段ボールコンポスト
　段ボール箱の中に土壌改良材を入れ、微生物の力によっ
　て生ごみを分解し堆肥を作ります。

　杵藤地区（3市4町）では、手話で日常会話を行うために必要な知識及び技能を取得した手話奉仕員を養成
するために、大町町で養成研修講座を開催します。
　聴覚障害者の福祉に関心のある人や手話に関心のある人は、聴覚障害者の言語である「手話」をこの機会
にぜひ学んでみませんか？

● 日　時

● 場　所
● 対象者
● 定　員
● 講　師
● 受講料
● 申込締切
● 申込方法

● その他

聴こえについて、不安を感じることはありませんか？
　□ 聞き誤り、聞き返しが増えてきた。
　□ ザワザワした場所で、言葉がはっきりと聞きとれない。
　□ テレビを見る音が大きいと家族から言われる。
　□ 話し声が大きいと周りの人から指摘される。

実施日：　5月24日(火)　 10:00～15:00 ※予約制
会　場：　白石町役場　相談室3

相談会では、言語聴覚士が聴力測定を行い、
結果を分かりやすく説明します。話ししや
すい環境づくり、聞きとりのコツなどにつ
いても、お伝えします。まずは、ご自身の聞
こえにくさの程度を確認してみましょう。
測定・相談は無料です。

・6月23日～12月13日　　全課程47回
・毎週火曜日・木曜日（祝日、お盆、年末年始等に休みがあります）
・19:00～21:00
大町町公民館 小集会室
白石町在住・在勤・在学の方（16歳以上）
全体で20名（定員を超した場合は先着順）
一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会
無料（ただし、テキスト代が3,300円（税込）必要）
6月1日(水)（必着）
専用の申込書を白石町役場長寿社会課
窓口に設置していますので、必要事項を
記入の上、提出してください。
全課程47回のうち35回以上の出席要件を
満たした人は、「修了証」を交付します。

【補助額】 
対象費用の3分の1以内（100円未満は切
り捨て）2万円を限度とします。
（段ボールコンポストは3回分（1年間分）
の経費をまとめても可）
【申請に必要なもの】 
生ごみ処理器等またはコンポスト容器の
領収書および設置写真、印鑑、通帳
【申請先】 
生活環境課 環境係

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問 杵島地区衛生処理組合
大町町大字福母1801-29
TEL 0952-82-2460（事務局）
　　  0952-97-8202
　　  （処理棟事務所・肥料配布等）

申込・問
白石町役場 長寿社会課　TEL 0952-84-7117
講座内容の問い合わせ先
一般社団法人　佐賀県聴覚障害者協会
受付：火～金曜日（祝日を除く）10：00～16：30
ＴＥＬ　０９５２－２２－７３０７

申込・問
佐賀県聴覚障害者サポートセンター
TEL：0952-40-7700
FAX：0952-40-7705
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問 生涯学習課国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進係　TEL 0952-84-7129

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

「飲み残して
　しまった薬の話」

　薬は正しく飲むことで効果が期待できます。しかし、きちんと飲んでいた
つもりでも残ってしまうことはありませんか。そんな飲み残してしまった薬
を勝手な判断で飲んでも効果は期待できませんし、思いもよらない副作
用が出るかもしれません。家族が間違って飲むと、もっと大変です。
　飲み残した薬は、どのようにしたらいいのでしょう。

◎薬局では感染予防対策に取り組んでいます。
　安心してご相談ください。

「朝ごはんを食べないから朝食後には飲めなくて・・・」
「種類が多くてどれを飲むかわからなくなって・・・」
「お医者さんにお薬が余っているのを言いそびれて・・・」
「体調がよくなったので飲むのをやめたら・・・」など、
飲み残してしまう理由はさまざまです。決められた飲み
方を続けて、しっかり効果を出すことが理想ですが、思う
ようにいかないこともあるかもしれません。

残った薬がどんどん増えて、時間も経ってくると、
「いつもらった薬かわからなくなった」
「何の薬かわからなくなり、必要のない薬を飲んでしまった」
「きちんと飲まなかったので、症状がぶり返してしまった」
「変色や湿気で効果が落ちていたり、飲んで気持ち悪くなった」など困った
ことになってしまいます。病気になったときに、適切な薬を安全に飲むこと
ができないと意味がありません。

飲み残した薬を「おくすり手帳」と一緒に「かかりつけ薬局」へ持って行きましょう。薬剤師がいつ出された薬かを調べ、薬の整理を
お手伝いします。また、残った薬が再利用できる場合は、次回受診日までの処方日数を調節することで、その日の薬局での支払い
が減り、国の医療費の削減にもつながります。
飲み間違いの防止策や飲むタイミング、薬の数や種類など気になることも「かかりつけ薬剤師」に相談してみましょう。

住宅の浸水対策にご利用ください

住まいの耐震化を促進します

薬を飲み残す時ってどんな理由があるの？ 飲み残した薬や飲まなくなった薬をそのままにしておくと・・・

そうなる前に「かかりつけ薬剤師・薬局」に相談してみましょう。

第25回佐賀牛枝肉共励会で最優秀賞

功績をたたえて
白石町功労者表彰

【特別功労表彰】（敬称略）
氏名
川﨑　薰

職名
農業委員会委員

在職期間
平成7年4月～令和2年7月（25年4月）

SAGA2024国スポ・全障スポ白石町実行委員会
第1回各専門委員会を開催しました

　2月20日、佐賀県畜産公社で第25回佐賀牛枝肉共励会が開催され、
一村隆さんが最優秀賞を受賞しました。一村さんの出品牛は、肉質等
級A5等級、BMS（牛脂肪交雑基準）№12の最高値の成績となり、県
内から出品された全80頭の中で枝肉の質が最も高く評価されました。

　町では、住宅嵩上げの浸水対策を行った方に、住宅嵩上げに要した費用に対して補助を行います。
　補助を受けるには、事前申請が必要になりますので建設課建築住宅係へご連絡ください。
【補助対象者】
　町の浸水想定区域内にある既存住宅に居住する所有者等
【事業内容】
　①住宅の基礎の嵩上げ（20㎝以上）
　　例）既存住宅の床面を既存の高さより高くする工事
　②住宅の敷地の嵩上げ（20㎝以上）
　　例）既存住宅の敷地に盛土して地盤を既存の高さより高くする工事
【補助金額】　3.3㎡当たり5,000円を乗じた額とし1,000円未満は切り捨てます。（限度額20万円）
　　　　　　　※住宅の浸水対策を検討している方は、
　　　　　　　　　 建設課建築住宅係までご相談ください。

　　いつどこで起きてもおかしくない大地震。熊本地震で多くの古い住宅が被害を受けたことから、耐震化
を促進するため、耐震診断費用・耐震総合支援事業費用に対し補助します。
●補助対象建築物　昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建の住宅（個人で所有するもの）  
●補助の条件        
　・耐震診断　佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士に依頼し、耐震診断を行うこと    
　　　　　　　※事前申請が必要です。申請前に耐震診断を行った場合は補助の対象となりません。
　・耐震総合 耐震改修設計と耐震改修工事を総合的に行う事業     
　　支援事業 耐震診断の結果、耐震性を満たしていないこと     
●補助内容        
　・耐震診断費（通常）補助金 
       

　・耐震総合支援事業費補助金        
　　補助金額は、100万円または耐震改修工事に要する費用に5分の4を乗じて得た額のいずれか低い額を
　　限度とし、1,000円未満は切り捨てます。       
●受付期間　12月28日（水）まで 補助を希望する人はお問い合わせください。    
    

　1月に予定していました白石町功労者表彰式は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し開催できな
かったため、各受彰者へ直接賞状、記念品をお渡ししました。
　この表彰は、各分野で長年にわたり町政の発展と住民の福祉の向上に貢献された人、町民の模範となる
善行のあった人を表彰するものであり、令和3年度は特別功労表彰1人、功労表彰1人、善行表彰6人の表彰
を行いました。
　各受彰者の功績は、次のとおりです。

　2024年の大会開催に向けて、3月22日（火）総務・企画専門委員
会、3月23日（水）競技・式典専門委員会、3月25日（金）宿泊・医
事・衛生専門委員会および輸送・交通・警備専門委員会を開催しまし
た。第1回となる今回の会議では、各委員会において今後の土台とな
る各種基本計画について審議が行われました。
　選手や観客に満足していただける魅力ある大会を目指し、今後も会
議を予定しています。 ▲第1回総務・企画専門委員会の様子

【功労表彰】（敬称略）
氏名
　渕　彰

職名
町議会議員

在職期間
平成21年2月～令和3年2月（12年）

【善行表彰】（順不同・敬称略）
氏名
久𠩤　一夫
久野　優佳
小野　恭平
川﨑　耀太
前田　祥汰
㈱スーパーモリナガ

善行内容
水難事故における人命救助
有明海沿岸道路に迷い込まれた方の発見・救助
道路で意識不明の方の発見・救助
　〃
　〃
令和元年度・2年度白石町へ寄付

問 一般社団法人 佐賀県薬剤師会
佐賀県佐賀市本庄町本庄1269-1
ＴＥＬ　0952-23-8931
ＦＡＸ　0952-23-8941
http://www.sagayaku.or.jp/

佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870
ＴＥＬ：0952-64-8476　　
ＦＡＸ：0952-62-0150
https://www.saga-kouiki.jp/

    　　　耐震診断費用　　　補助率　　　自己負担額
 住宅の現況図面がある場合    7万円　　　　　　　　　　　2万4千円
 住宅の現況図面がない場合  10万円　　　　　　　　　　　3万4千円2/3

 in Shiroishiまちのわだい

Topics

Topics
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問
ラジオ体操イベント運営事務局　ＴＥＬ 03-6427-1610
生涯学習課 生涯スポーツ係　　  ＴＥＬ 0952-84-7129

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　スポーツ振興くじ助成金等を活用し、令和3年9月から行われて
いた白石町総合運動場の大規模改修工事が3月に終了しました。水
はけがよくなり、防球ネットも増設し、より使いやすいグラウンド
になりましたので、ぜひご利用ください。

　スポーツ振興くじ(toto・BIG)は、子どもからお年寄りまで誰もが身近にスポーツを楽しめる環境整備や
国際競技力向上のための環境整備など、新たなスポーツ振興政策を実施するため、その財源確保の手段と
して導入されたものです。白石町総合運動場では、独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振
興くじ助成金を活用して、スポーツ施設の整備等を行い、スポーツ普及振興に役立てています。

　7月27日（水）に、｢夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会｣を開催します。
全国に白石町の元気を届けるため、たくさんの方の参加をお待ちしています！ 
当日は、ＮＨＫラジオ第１で全国放送されます。

●日　 時：7月27日（水）　6:00～6:45　（30分前から受付・雨天中止）
●会　 場：白石町総合運動場
●申込み：6月27日（月）までに『ラジオ体操ポータルサイト内　巡回ラジオ体操・みんな
　の体操会』の応募フォームから申し込むか、官製はがきに必要事項を記入して応募してく
　ださい。応募多数の場合は抽選となります。
※はがきで応募する際の必要事項等は、ラジオ体操ポータルサイトでご確認ください。

　白石町環境基本計画の中間見直しにあたり、令和3年8月に白石町環
境審議会へ諮問を行い、その後、学識経験者や町議会議員・各種団体
の代表、公募委員など10名で構成される環境審議会において、慎重に
議論や検討がなされました。
　このたび、審議結果が取りまとめられ、令和4年3月25日に審議会
の赤坂宗昭会長から田島町長に答申書が手渡されました。
　この答申を踏まえ、平成28年2月に策定した白石町環境基本計画の
変更を行いました。

事業名 
助成区分 
事業細目名 
助成交付決定額

白石町白石中央公園多目的広場（白石町総合運動場）改修事業
地域スポーツ施設整備助成
スポーツ競技施設等の整備
20,000,000円 

 in Shiroishiまちのわだい

新たな学校生活のスタートに胸を膨らませTopics

　4月11日、町内小・中学校で入学式が行われ、新入生が希望を胸
に新たな学校生活をスタートさせました。
　福富小学校には、31人が入学。式では、櫟村圭子校長が『あなた
には伸びる力がある、今日の努力がそれを創り育てる、さあがんば
ろう。』という小学校で受け継がれてきた言葉を紹介し、｢伸びる力を
いっぱい伸ばせるように、一緒にがんばっていきましょう。｣と挨拶し
ました。
　有明中学校には58人が入学し、川﨑朗校長が「これからの毎日の生活や学校行事の中で色々なこと
を見て聞いて、そして挑戦してください。」と新入生に向けてエールを送りました。また、在校生代表
が「一緒に伝統ある有明中学校の歴史をつくっていきましょう。」とお祝いの言葉を述べました。

小・中学校入学式

オオキンケイギクは《特定外来生物》です！
　オオキンケイギクは、5月～7月に道端や河川敷などで鮮やかな黄色の花を咲かせます。繁殖力が強く、
ほかの植物の生育場所を奪うなど生態系に被害をおよぼすため、《特定外来生物》に指定されており、栽
培、運搬、販売などが禁止されています。自宅に持ち帰って庭や花壇に植えてはいけません。皆さんのご
理解、ご協力をお願いします。
オオキンケイギクの特徴
　高さが30～70㎝くらいで密集して咲き、花びらの先が鶏冠状のギザギザになっています。茎葉は対に
なって生え、葉の表裏とも粗い毛があります。

学校名
須古小学校
六角小学校
白石小学校
北明小学校
福富小学校
有明東小学校
有明西小学校
有明南小学校
白石中学校
福富中学校
有明中学校

男
7
15
12
9
20
11
12
7
39
18
32

女
8
7
15
14
11
7
7
7
40
19
26

合計
15
22
27
23
31
18
19
14
79
37
58

▲新入学児童入場

▲上級生からお祝いのことば

令和4年度入学者数 （人）

白石町総合運動場整備工事が完了しました！

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会が白石町にやってきます！

白石町環境基本計画の変更（中間見直し）を行いました
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こんにちは
私たちが“民生委員・児童委員”です

～生活上の心配ごと、困りごとをご相談ください。相談内容の秘密は守ります！～
任期：令和元年12月1日～令和４年11月30日（3年間）　　　　

★主任児童委員･･･民生委員・児童委員のなかには、個別の担当区域を持たず、児童福祉に関することを専門
的に担当する主任児童委員がいます。児童福祉関係機関との連携、児童委員の活動の援助・協力、民生委員・
児童委員としての活動を行っています。

令和4年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」
＜実施期間＞5月12日(木)～18日(水)

※民生委員・児童委員への連絡は、保健福祉課 
　福祉係へお問い合わせください。

氏名 担当地区
陣内　隆夫
吉原　啓子
副島　たづ子
筒井　清雅
渕上　忍
松尾　和子
藤永　美由紀
溝口　登代美
藤井　強
渕上　哲夫
福地　涼子
溝口　智規
大串　純子
筒井　里子
溝口　芳文
髙羽　たよ子
相島　千代治
中溝　安子
久富　裕美子
鶴田　裕子
坂井　富士子
橋本　憲子
角　千春
原﨑　茂
小野　久幸
石田　浩樹
楠　和弘
川﨑　和久
松永　博己
武富　光春
小池　千澄
江口　法子
川﨑　誠
溝口　京子
川崎　富雄

福吉南・北中・北・西中、東深通
郷移東・西、福富移、廿治移北・南、秀移
五反田、揚田、屋形通
秀津一・二・三区
秀津四・五・六区
栄町一・二・三区、駅通、郷西
北川
上廿治、廿治町北・南
秀新村、中廿治、廿治新村北・南
深通
大戸上・中・下
東郷上、東郷移、網代
中郷南・中
中郷北
今泉東・西、西郷、伊ヶ代
多田、江越、吉村
馬田、神辺
法蔵寺、宮田
三町北・南
船野、嘉瀬川
内堤、小島、久治
湯崎、川津
岡崎、下蓑具、鳥巣、喜佐木
西分一・二・三・四号
一・二の篭、沖小路、道目
田中小路、北揚、八ノ割
弥平搦、築切搦
旭通、太原上・中、遠江上
遠江中・下、太原下
新観音、遠江搦、太原搦
大井、新昌、天神
中南、只江
新拓
★主任児童委員
★主任児童委員

氏名 担当地区
小林　京子
溝口　朝子
大舘　洋一
久原　俊太郎
川﨑　正紹
笹川　由美子
吉原　富江
吉原　秀正
本山　道代
松尾　千香子
中村　瑞乃
久原　幸子
山口　直子
東島　美智子
原﨑　慶輔
森　ひさ子
百武　博文
西　昭文
門田　千登勢
川﨑　亘
荒川　愛子
定松　秀弥
　渕　千津子
古賀　敏彦
高口　清美
溝上　茂
大井手　英子
前田　繁夫
川﨑　和幸
川﨑　敏光
大田尾　幸子
光武　ミエ子
中島　和幸
樋口　初代
一ノ瀬　ひとみ
鶴田　宏和

上区
中区
下区
南区
東区
六府方区
六府方区
東六府方区
東六府方区
住ノ江区
住ノ江区
北区
★主任児童委員
東上、新通
中央、大西
日登、大和、干拓
新盛、西南
興亜、共栄
沖清、新興
新明１A・１B・２A・２B、新開
新明３A・３B・４A・４B
戸ヶ里
戸ヶ里
廻里津
廻里、高町
久治、六ヶ里
辺田
上田野上、下田野上、島津
古賀、原田
坂田、白岩
室島、竜王
深浦東分・西分
百貫、古渡、大谷
牛間田
★主任児童委員
★主任児童委員

白
　
　
石

福
　
　
富

有
　
　
明

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

～地域の見守りや相談・支援、地域福祉活動などを行っています～
　●見守り、声かけ、相談
　・一人暮らし高齢者世帯の見守り
　・災害時の声かけ
　・生活困窮
　・介護に関する相談
　・障がいがある方の生活上での相談
　・高齢者虐待
　・児童虐待
　・学校でのいじめの相談など

　●その他
　・高齢者実態把握
　・ひとり暮らし高齢者との一日交歓会
　・小中学校、障害者、高齢者施設訪問
　・小学新1年生の下校時の見守り
　・地域事業への参加
　・研修・講習
　・青少年育成事業への指導協力
　・社会福祉協議会の事業「救急救命医療情報
　 キット」や「かせすっ券事業」の普及推進など

～支援を必要とする住民と行政や専門機関を
　　　つなぐパイプ役を務めます～
担当する地域の中で、福祉に関する幅広い相談を
受け付け、相談の内容に応じて、役場や関係機関を
紹介したり、情報提供を行っています。
【関係機関】
・小･中学校
・白石町社会福祉協議会
・白石町･江北町障がい者総合相談支援センター
・佐賀県生活自立支援センター など

　～身近な相談相手として、
　　　 このような相談を受け付けています～
●高齢者の一人暮らしで生活に不安がある
●福祉サービスの制度や窓口が分からない
●病気やけがで生活に困っている
●身体に障がいがあるので災害時の避難に対して不安
●育児や子どものしつけで悩んでいる
●近所で児童虐待・高齢者虐待らしい様子を目撃した

～地域の駐在員等の推薦を受け、厚生労働大臣の委嘱を受けた人です～
●身　　分：特別職の地方公務員（非常勤）
●報酬など：給与はなく、無報酬のボランティアです。
　　　　　  ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費等の活動費は支給されています。

「支えあう　住みよい社会　地域から」

　お気軽にご相談ください！

 5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容や相談者の個人情報は必ず守ります。
安心してお気軽にご相談ください。

　お住まいの地区の担当民生委員・児童委員さんは？
右のページをご覧ください。

民生委員・児童委員とは？

どんな人が民生委員・児童委員になっているの？

どんな活動をしているの？

新1年生の下校見守り
（令和2年4月活動の様子）

民生児童委員協議会定例会
（令和3年12月福富地域部会の様子）

 白石地域ひとり暮らし高齢者との
一日交歓会（令和元年10月開催の様子）

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116
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　町では、令和４年度の白石町駐在員業務を44人の皆さんに委嘱
しましたのでご紹介します。
　駐在員には、衛生、防犯、消防関係、広報関係、福祉事業の推進、さ
らには道路や河川の問題に至るまで、町行政と地域住民の皆さん
との間で幅広い活動をしていただいています。駐在員と町職員が
連携を取りながら住みよい町づくりに努めますので、皆さんのご
協力をお願いします。
　また、これまでご協力いただきました令和3年度の駐在員の皆
さんありがとうございました。
　なお、各地域の代表者は、白石地域が草野和明さん（中郷南）、
福富地域が森杉雄さん（住ノ江区）、有明地域が野田清隆さん
（室島）です。

令和4年度の
駐在員を
紹介します

白石１区

白石２区

白石３区

白石４区

白石５区

白石６区

白石７区

六角１区

六角２区

六角３区

六角４区

須古１区

須古２区

須古３区

須古４区

北明１区

北明２区

北明３区

北明４区

北明５区

北明６区

北明７区

田 中 誠 一

秀 島 正 洋

松 尾 喜 隆

鶴 田 　 治

藤 本 　 薰

溝 上 博 信

吉 岡 次 男

廣 橋 真 人

草 野 和 明

大 串 成 幸

北島喜代春

内 野 政 則

久 富 正 二

鐘 ケ 江 守

鶴 﨑 弘 行

西 村 正 弘

堤 　 忠 則

塘　恭史朗

山 口 　 隆

香 月 　 茂

田 中 達 郎

吉 原 富 雄

福吉・東深通・深通

五反田・秀新村・屋形通・揚田

北川・栄町・駅通・郷西

郷移東・西・秀移・福富移・廿治移北・南

秀津一・二・三・四・五・六区

上廿治・廿治町北・南

中廿治・廿治新村北・南

大戸・東郷上・東郷移

中郷南・中・北

西郷・今泉東・西・伊ヶ代・網代

多田・江越・吉村

馬田・神辺・法蔵寺・宮田

三町・船野・嘉瀬川・内堤

小島・久治・湯崎・川津

岡崎・下蓑具・鳥巣・喜佐木

西分

一・二の篭・沖小路・道目

田中小路・北揚・八ノ割・弥平搦・築切搦

旭通・太原上・中・遠江上・中

遠江下・太原下・遠江搦・太原搦・新観音

大井・新昌・天神・中南・只江

新拓

上区

中区

下区

南区

東区

六府方区

東六府方区

住ノ江区

北区

東上・新通・中央・大西・日登・大和・干拓

新盛・西南・興亜・共栄・沖清・新興

1A・1B・2A・2B・3A・3B・4A・4B

戸ヶ里

廻里津

廻里・高町

久治・六ヶ里・辺田

上田野上・下田野上・島津

古賀・原田・坂田・白岩

室島・竜王

深浦

百貫・古渡・大谷

牛間田

溝 口 芳 文

田 島 清 吾

石隈英太郎

松 本 弘 満

川 﨑 正 紹

千 布 和 正

江口眞佐代

森 　 杉 雄

田 口 　 茂

本 山 正 成

小 野 　 稔

川 﨑 優 美

髙 尾 宏 美

門 田 憲 治

田 嶋 哲 郎

渕 上 主 孝

大 野 善 章

大曲弥素男

野 田 清 隆

小 池 勝 次

橋 下 　 淳

小川啓一郎

上 区

中 区

下 区

南 区

東 区

六府方区

東六府方区

住ノ江区

北 区

牛屋東分

牛屋西分

新 明

戸 ヶ 里

廻 里 津

廻里高町

大字辺田

大字田野上

大字坂田

室島竜王

深 浦

長 浜

牛 間 田

区　名 氏　名 担　当　地　区 区　名 氏　名 担　当　地　区

問 総務課 総務係　TEL 0952-84-7111

令和4年度 白石町地域商業活性化支援事業
空き店舗活用をバックアップします

　町では、地域商店街等の賑わいづくりのため、対象エリア内の空き店舗等を利用して新規に出店する人を対象
に、出店にかかる改装費の一部を支援します。
● 次のすべての条件を満たす人が対象です
　⑴白石町内商店街区域内にある空き店舗等を利用して出店する人
　⑵新規に事業を開始し出店する人
　⑶新規出店事業が町の指定する次の業種であること
　　小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、その他町長が特に認める業種（風俗営業等の規制及び業務の適
　　正化等に関する法に規定する営業については除外します。）
　⑷令和5年2月28日までに開店し営業を行える人
　⑸町税等の滞納がない人　※補助対象区域等詳細の確認は商工観光課までお問い合わせください。
● 補助内容
　空き店舗等の改装にかかる費用の2分の1以内（補助限度額：100万円）
　※備品購入費は対象となりません
● 応募方法
　出店申込書等に必要事項を記入のうえ、5月20日（金）～6月24日（金）までに役場商工
　観光課へ提出してください。　(出店申込書等は、役場商工観光課で配付します。)
● 選考方法
　選考委員会による書類審査と、面接による審査を実施します。採否の結果は7月下旬までに書面で通知します。
● 採択件数　　2件程度
● 注意点
　○すでに開店している店舗や改装などが始まっている店舗は、対象外です。
　○応募後は、店舗立地など事業計画の変更はできません。
　○出店計画が採択された後は、白石町に対して補助金申請を行うことになります。
　○交付される補助金の額は、事業完了後の実績報告の内容を審査して最終的に確定されます。

問 商工観光課 商工係　TEL 0952-84-7123

町営住宅入居者募集のお知らせ
・上廿治住宅　2戸
白石町大字廿治1393番地1
昭和59年度建築（中層耐火構造3階建）3DK、水洗トイレ、浴槽あり

・5月16日（月）～31日（火）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

・住ノ江住宅　2戸
白石町大字福富下分2966番地16（住ノ江橋南側）
昭和61年建築（簡易耐火構造2階建）
3DK、水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み

・廻里津住宅　2戸
白石町大字戸ヶ里1663番地　
昭和53年建築（中層耐火構造3階建）3DK、水洗トイレ、浴槽あり

・下区中央住宅　1戸
白石町大字福富3450番地
平成24年建築（木造平屋建）2LDK、水洗トイレ、浴槽あり
※ケーブルテレビの加入が必要

■募集する住宅 ■募集期間

・入居申込書(白石町役場にあります)
・住民票謄本(本籍、続柄の記載必要)
・令和3年度(令和2年中)所得証明書(入居
　希望者全員分）
・令和3年中の所得がわかるもの(源泉徴収票、
　確定申告書の写し等)(入居希望者全員分）
・税の滞納がないことを証明するもの(完納
　証明書、非課税証明書など)(入居希望者全
　員分）
※入居申し込みには所得制限などの要件があ
　ります。また、上区住宅以外は、単身での
　入居申込はできません。　　　　　　　
※連帯保証人が必要です(町内に居住し、入
　居者と同程度以上の収入を有し、税金等に
　滞納がない人)
※入居要件の詳細は白石町ホームページでも
　確認できます

■応募に必要な書類

・上区住宅　1戸
白石町大字福富449番地1
昭和50年建築（簡易耐火構造平屋建）
3DK、非水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み
※単身入居可（ただし、60歳以上またはその他一定の要件を  
　満たす人のみ）
※4月30日（土）までに応募があった場合は、募集を中止します。
　詳細はお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
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　請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
請求手続きについて
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、第十一回
特別弔慰金が支給されます。
◆こんなとき該当になります◆
　例1　これまでに特別弔慰金を受け取ったことがある。
　例2　公務扶助料や遺族年金を受給していた遺族が令和2年3月31日までに亡くなった。
　　　　→後で紹介する遺族の順位の最先順位の方お一人が請求できます。
　例3　これまで特別弔慰金を受給していた遺族が令和2年3月31日までに亡くなった。
　　　　→後で紹介する遺族の順位の最先順位の方お一人が請求できます。
　その他　※その他の事例も考えられます。
　　　　　細かい条件がある場合があります。詳しくは福祉係までお問い合わせください。
　支給対象者　対象となるご遺族は、次の順番による先順位のご遺族一人です。

　支給内容　額面25万円　　5年償還の記名国債
　請求期間　令和2年4月1日～令和5年3月31日
　請求受付窓口・問合せ
　白石町役場　保健福祉課　福祉係(１階カウンター番号⑦)
　電話　0952-84-7116　　※請求書の受付は、請求者が住民登録を行っている市区町村です。
　窓口に持ってくるもの
　本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）顔写真ありの書類は1点、顔写真なしの書類は2点必要です。 
　請求者の印鑑
　支給対象者によって、必要書類が異なりますので、事前に福祉係へ相談のうえ、手続きをしてください。
　よくある質問
　問1　特別弔慰金は、墓守料と聞きましたが、違うのでしょうか？　
　答1　特別弔慰金は、国が戦没者等の遺族に対して改めて弔慰の意を表するため支給するものです。
　　　　墓守料、線香代、お花代等として支給するものではありません。
　問2　戦没者等の死亡後に生まれた孫は、対象になりますか？
　答2　特別弔慰金は、「弔慰」の意を表するという制度の趣旨を踏まえ、戦没者等の死亡当時のご遺族（三親
　　　　等内）を対象としますので、戦没者等の死亡後に生まれた方は対象になりません。ただし戦没者等
　　　　の実子は対象になります。
　問3　今まで特別弔慰金をもらっていましたが、第十一回特別弔慰金のお知らせ通知が届きますか？
　答3　国や役場から、請求手続きのための個人通知は届きません。
　来庁時のお願い
　◆過去に受給していた特別弔慰金の裁定通知書や国庫債券などがあると、ご案内がスムーズに進みます。
　◆窓口の混雑が予想され、時間がかかることがあります。時間に余裕をもってお越しください。
　　感染症予防のため、マスクを着用し、体調がすぐれない方は来庁をお控えください。

※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
※戦没者死亡後に出生した弟妹・孫・三親等内親族は、対象遺族になりません。

～戦没者等のご遺族の皆様へ～ 
第十一回特別弔慰金の請求手続きはお済ですか。
令和5年3月31日(金)までにご請求ください。

順位
１
２

３

４
５

対　象　者
援護法による「弔慰金」の受給権を取得した遺族
戦没者等の子
戦没者の死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、令和2年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁
組をしていない　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
上記３以外の①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時まで引き続き１年以上生計を共にしていた三親等内親族（甥、姪等）

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116 問・申込 税務課 町民税係　TEL 0952-84-7113

軽自動車等を持っている人へ
　軽自動車税は賦課期日（その年の4月1日）現在の軽自動車等所有者に対して課税されます。 
　令和4年度分の軽自動車税の納付書を、5月中旬に発送しますので、納期限までに必ず納めましょう。 

納期限…5月31日（火）口座振替を利用している人は、5月31日（火）に指定の口座から振り替えますので、残高確認をお願いします。
■トラクター等の小型特殊自動車にもナンバープレートを付けていますか？
　トラクター、コンバイン、乗用田植機、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラ、乗用管理機等の農耕
用小型特殊自動車や、フォークリフト等の小型特殊自動車を所有している人も、その車両の公道走行の
有無に関わらずナンバープレートを取得する必要があります。ナンバープレート交付申請手続きは税務課
町民税係までお問い合わせください。
※一定の条件を満たす農耕作業用トレーラの課税についての詳細は、白石町役場ホームページをご確認ください。

■自賠責保険・任意保険・運転免許について
　フォークリフトなどの小型特殊自動車（その他）は、自賠責保険に加入していないと公道を走行できませんのでご注
意ください。
　トラクターなどの小型特殊自動車（農耕作業用）は、任意保険に加入できる場合がありますので、万が一の場合に備
えて任意保険に加入されることをお薦めします。自賠責保険、任意保険について詳しくはお近くの保険会社等へお問
い合わせください。
～障害手帳等を持っている人へ～

軽自動車税の障害者等減免について

申請期限…5月11日（水）～31日（火）　※土日を除く　注）期限後の申請は受け付けません。
申請場所　役場１階　税務課窓口
手続きに必要なもの
　・令和４年度軽自動車税の納付書（口座振替の人は口座振替通知書）　※5月11日発送予定
　・障害者手帳等（戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳） 
　・運転する人の運転免許証　・車検証のコピー　・印鑑 
　・申請者のマイナンバーが確認できるもの（通知カード等）
　・上記（イ）～（オ）に該当する人のうち家族が使用する軽自動車は使用目的・使用頻度に係る証明書が必要です。
　  証明書の様式は税務課窓口に準備しています。 
　・上記（オ）の場合は①昇降装置等が分かり、ナンバーが分かる車全体の写真の添付が必要です。
●前年度も減免を受けていた人へ
　昨年の減免申請以降、次のことに変更や更新がない場合は手続きをしなくても減免を受けることができます。　　
なお、確認の通知を送付します。
　①減免を受ける車両
　③免許証の更新 
　⑤運転者（例：本人運転→家族運転への変更は減免の申請手続きが必要です）

②障害者手帳の等級・内容・有効期間
④使用目的・使用頻度

●ご注意ください
　・障害の部位・等級の程度によっては、減免の対象にならない場合があります。
　・家族が使用する軽自動車は使用目的・使用頻度によっては対象にならない場合があります。
　・減免は１人につき１台限りです。
　・普通自動車の減免を受けている人は減免の対象となりません。

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、減免を受けられ
る等級にあり、なおかつ下記の（ア）～（オ）のいずれかに該当する人は軽自動車税を減免できる制度があります。
（ア）身体、精神に障がいを持つ人が所有し、自らが使用する軽自動車
（イ）身体、精神に障がいを持つ人が所有し、障がいを持つ人のために家族が使用する軽自動車
（ウ）年齢18歳未満の身体に障がいを持つ人のために家族が所有し使用する軽自動車
（エ）精神に障がいを持つ人のために家族が所有し使用する軽自動車
（オ）身体に障がいを持つ人、または身体に障がいを持つ人の家族が所有する車で、車椅子の昇降装置等専
　　ら身体障害者等の利用に供するための構造付きの軽自動車

町ホームページ

町ホームページ
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の手続はお済みですか。
令和3年度

　新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援
を受けられるよう、令和３年度住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を給付しています。

白石農業基盤改善事業費補助金交付のお知らせ

農業機械の保険（共済）に加入しましょう

農地の区画拡大を検討されている方へ

佐賀県からのお知らせとお願い

　農業機械の作業効率化を図るため、畦畔を除去し、圃場の区画拡大に伴う均平に要する経費に対して、
補助を行います。       

補助金の交付要件
　⑴　補助金対象者：白石町内に住所を有する人。
　⑵　対 象 農 地  ：町内に所有または耕作する農地を対象とする。
補助金額      
　畦畔除去を伴う均平は、事業に要する経費の100分の30以内とし、10アール当たり4,800円を限度とする。

　農業者の皆さん、自然災害等に備えて、農業機械の保険や共済に加入しましょう。
詳しくは、お近くの農業協同組合、農業共済組合、損害保険代理店へご相談ください。
　なお、長期気象予報で災害級の大雨や、潮汐表で大潮に入ることが予測される場合は、あらかじめ農業
機械を高台に避難させておきましょう。

道路の美化にご協力ください
　農作業時の泥が道路に落ちているところが見受けられます。
交通事故の原因になることもありますので、泥が落ちてしまっ
た際は片付けましょう。

※畦畔撤去のみ、均平・区画拡大のみの場合は対象となりません。
※農地の区画拡大を検討されている方は、農村整備課までお問合せください。 

　基準日（令和3年12月10日）において世
帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課
税である世帯。
　ただし、住民税が課税されている者の扶養
親族等のみからなる世帯を除きます。
【確認書が届いた世帯】
　対象と思われる世帯には確認書を送ってい
ますので、内容を確認し、発行日から３か月
以内に返信してください。
【申請書が届いた世帯】
　令和3年度の住民税の課税の有無が分から
ない世帯（令和3年1月2日以降転入等）には
申請書を送っています。
　非課税世帯に該当する場合は令和4年9月
30日までに添付書類を添えて申請してくだ
さい。
※令和3年1月1日から基準日までの間に扶養
者の死亡や離婚等によって非課税世帯となっ
た人で確認書が届いていない人はお問合せく
ださい。

　申請時点で住民登録のある市区町村に申請することにな
ります。
  ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみから
なる世帯を除きます。
　申請期間：令和4年9月30日（金）
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見
　込額が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指
　します。（適用される限度額は、町ホームページをご覧
　になるかお問い合わせ下さい。）

新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により
給付を申請した場合、不正受給（詐欺罪）に問われる場合
があります。

DV被害者の給付金支給について

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!!

支給対象となる世帯

給付金の支給額
支給対象と手続き方法等

1世帯あたり10万円

（いずれかにあてはまる世帯）1世帯1回限り。①と②の重複受給はできません。

①世帯全員の令和3年度
「住民税均等割が非課税」の世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
令和3年1月以降の収入が減少し

「住民税非課税相当」の収入となった世帯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしてい
る人について、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
早めにご相談ください。

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 農村整備課 農村整備係　TEL 0952-84-7122

問
農村整備課 農村整備係　TEL 0952-84-7122
建設課 維持管理係　　　TEL 0952-84-7124

問
佐賀県生産者支援課　TEL 0952-25-7364
農業振興課 振興係　  TEL 0952-84-7121介護保険65歳到達者説明会

　65歳になられる人を対象とした介護保険の説明会を、下記のとおり開催しま
す。対象者には通知および資料を送付します。本人が出席できない場合は、家族の
人の出席も可能です。
　また、介護保険について知りたい人など、どなたでも参加できます。

介護保険

み
んな

の　あんしん

白石町 5月 7月 10月 1月

開催日 17日（火） 26日（火） 18日（火） 17日（火）

10:00～

白石町役場
３階大会議室

白石町役場
３階大会議室

白石町役場
３階大会議室

白石町役場
３階大会議室

白石町役場
３階大会議室

10:00～ 10:00～ 10:00～時　間

会　場

※会場は変更になる場合もあります。
問 杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所　

総務管理課　TEL 0954-69-8222

水 路

道 路

農 地 農地 農 地 農地 農地

畦畔撤去

畦畔撤去

区画拡大

↑ ↑

水 路

道 路

農 地 農 地 農地➡
申請時に必要となるもの

 ・施工前、施工中、施工後の写真
 ・整備に要した金額が分かるもの
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問 企画財政課 財産管理係　TEL 0952-84-7112

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

6月の相談日
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1 2 3 4

11

18

25

白石町
日時：

場所：役場庁舎1階　相談室１
電話 0952-84-7123

※開催日や会場は変更になっている
場合があります。それぞれの役場
にお問い合わせください。

江北町・大町町

日時：火曜日・水曜日
10：00～16：00
（12:00～13:00は昼休み）

場所：江北町公民館　談話室
電話 0952-86-5615
大町町役場１階　第３会議室
電話 0952-82-3112当日は電話での相談も受け付けています。

「消費生活相談」と伝えてください。

5月12日（木）・19日（木）
　  26日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

5月の相談日

8

15

22

29 30

9

16

23

10

17

24

11

72 3 4 5 61
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25
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19

26

31

13

20

27

14

21

28

相談日 他の町でも相談できます

ハガキによる架空請求が急増しています！

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。

問 商工観光課 商工係　TEL 0952-84-7123
佐賀県消費生活センター 相談専用ダイヤル　
　　　　　　　　　 TEL 0952-24-0999

 ＜ひとこと助言＞
★行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」
　「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキの記載のある連絡先に電話をかけさせよ
　うとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまったり
　するケースもあります。
★このようなハガキが届いても決して連絡せず、ハガキは破棄してください。
★少しでも不安に思ったり、トラブルに遭った場合は、白石町役場商工観光課や佐賀県消費生活セン
　ター等にご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費者ホットライン188）

上記の日程以外でも、商工係では毎日相談や情報提供を受け付けています。
佐賀県消費生活センターでは、土日・祝日も相談を受け付けています。
（年末年始は休みです）

※相談する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、
　マスク着用のご協力をお願いします。

事例
「総合消費料金に関する訴訟最終確認のお知らせ」というハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書
かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金
を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、
示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わなけれ
ばならないのか。（60歳代 女性）

SUN(日) MON(月) TUE(火) WED(水) THU(木) FRI(金) SAT(土)

SUN(日) MON(月) TUE(火) WED(水) THU(木) FRI(金) SAT(土)

小規模契約希望者の登録申請を受け付けます
　町が発注する工事・修繕・物品購入などのうち軽易な内容で、1件の金額が50万円未満の契約を希望す
る町内事業者の登録申請を受け付けます。
【登録対象者】
　白石町内に主たる事業所を置く法人または住所を有する個人です。
　※町税等を滞納している者、一般競争（指名競争）参加資格申請書を提出されている事業者は、登録で
　　きません。
【申請期間】
　5月2日（月）から5月31日（火）まで（土・日・祝日を除く）
　※申請受付終了後は、随時受付をします。ただし、有効期間は受付完了日から令和6年5月31日までに
　　なります。
【申請書類】
　①申請書 【申請書は、役場企画財政課（3階）及び白石町商工会で配布します。また、町のホームページ
　　　　　　 からもダウンロードできます。】
　②町税の完納を証明する書類 【役場税務課（1階）で発行します。手数料200円】
　③ 希望業種の施工に必要な資格、免許等の証明書の写し
【有効期間】
　令和4年6月1日から令和6年5月31日まで（2年間）
　※この登録が、発注や契約を約束するものではありません。
　 　詳しくは、役場企画財政課 財産管理係へお問い合わせください。

健康クッキング教室参加者募集

町長・議長交際費を公表します

　健康クッキング教室は、管理栄養士や保健師等による講義、調理実習などを通して健康づくりのポイント
を学ぶ教室です。
　・健康的な食習慣を身につけたい
　・料理のレパートリーを増やしたいなど、健康や食に興味のある人の参加をお待ちしています。
　※新型コロナウイルス感染防止のため調理台の台数、人数を制限して実施します。
■日　　時　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
■場　　所　
■参 加 料
■定　　員　　　　
■申込期限
■申込方法　　

6月2日（木）、7月7日（木）、8月2日（火）、9月1日（木）、
10月6日（木）、11月9日（水）、12月1日（木）、1月13日（金）、
2月9日（木）、3月2日（木）
9時30分～13時30分
福富ゆうあい館
無料（毎回、米0.5合持参）
12人
5月20日（金）
下記まで電話にて申し込んでください。※定員になり次第締め切らせていただきます。

3月分 0件

0件
0円

0件
0円0円

1件
10,000円

0件
0円

14件
70,000円 120,000円

0件
0円

6件
0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

21件
200,000円2年度累計

3月分 0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
10,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
6,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

4件
16,000円3年度累計

長
町

長
議

お祝い 会   費 香   典 供   花 見舞金 謝   礼 その他 計
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⑫

　　　　　　　　　　道徳の本質を考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島警察署　片渕 拓也

　平成27年4月から約5年、白石警察署北有明駐在所で勤務させていただきました。その際のご縁でこのよ
うな有り難い機会をいただきましたので、私が昨今感じることを書かせていただきます。

●結果重視の在り方
　まず問題です。1＋1の答えは何でしょうか？算数（数学）では2が当然の答えですが、道徳的な考え方で
は0だったり100だったり、様々な答えが出てくるのではないでしょうか。
　最近の気になるニュースで、「小学生の柔道全国大会廃止」との記事が3月に出ました。その理由として
言われているのは、行き過ぎた勝利至上主義ということです。
　私は小学3年から剣道を続けており、学生時代は試合に勝つためいっぱい練習をしました。相手あっての
競技ですので勝ち負けがあるのは当然で、勝利を求めることが悪いことではありません。しかし、結果を出
すことだけに固執してしまうと、武道の教えにもある「相手を敬うこと｣ができなくなるおそれがあります。
これは、思いやりという本来大人が子どもに教えるべきことの一つだと
思いますが、それがないがしろにされるおそれがあり、その結果このよ
うな大会廃止という結果になったのだろうと感じました。
　この問題も、1＋1と同じように様々な答えがあるでしょう。しかし、
一番考えるべきことは、なぜこのようなことになったのかということ
です。勝利＝結果ともいえるでしょうが、道徳的には偏った考え方が
どうなのか考える必要があるかと思います。

●結果の大切さ
　人には欲があります。他人から良く見られたい、他人より良い成績を上げたい、他人に好かれたい等
様々です。欲があることは人が成長する上で必要なことです。しかし、欲に目が眩むと見えていたはずの
周囲が見えなくなり、途中経過をないがしろにして結果だけに注目が向くことになるかもしれません。そ
れでは良い結果が望めるとは限りません。
　最近ＰDCAサイクルという言葉が言われていますが、計画→実行→評価→改善→計画･･･と車輪のように
上手く回すことが良い結果を出す近道だと思います。色々なことを考え、行動(練習、宿題)し、無駄と思
えることにも多くの時間を費やし、望む結果が出るとは限りませんが、一つの小さな結果が生まれ、それ
から更に次に繋げるという、大きな結果を出すための経過の中に、本当の意味で人を成長させるヒントが
隠されているのではと感じます。

●今をより良く生きるために
　私たちが生きる世界は、1＋1＝2という単純なものではありません。時間を費やして考え抜いて出した
結果が正解とも限りません。こういった多様性のある答えがないような答えこそが道徳の本質に繋がって
いくことだと私は思います。
　私のこの考え方が正しいとも思っていませんし、人それぞれ答えは違うはずです。答えに辿り着くため
の経過も人それぞれです。近道できる人もいれば回り道をする人もいます。その違いを自分の考えだけで
否定するのではなく、認めてあげることで心に余裕が生まれ、より良く生きていけるのではと思います。
　あらゆる無駄を省き何かと余裕が少ない現代社会ですが、時には道徳について思いを馳せる時間があっ
ても無駄にはならないと思います。微力でもどなたかの一助になれれば幸いです。

■創　立：明治8年
■校　長：櫟村　圭子
■児童数：230人（Ｒ4年4月現在）
■住　所：白石町大字福富3410番地2
■HPアドレス
　https://www.education.saga.jp/hp/fukudomi-e/

学校教育は今

自分から進んで

「なるほどタイム」で考えを交流し、
学びを深めています。自分から進
んで学ぶことを目指しています。

「福富っ子チャレンジ」では、自
分でお弁当を作ったり、アイデア
を実現化したりするなど、自分か
ら進んでチャレンジする人が増え
ています。みんなで楽しく、学び
多き学校にしたいと思います。

　福富小学校では、「自分から進んで」「よさを認め合う」「元気な挨拶」を柱にして教育活動を行って
います。
「あなたには伸びる力がある　今日の努力がそれを創り育てる　さぁがんばろう。」という校訓のもと、
子どものもっている力を伸ばし、子どもたちの未来のために今必要なこと、大切なことを見据えて、地域、
家庭、学校が手を取り合って子どもたちを育てていきたいと思います。

よさを認め合う

友達のよいところやありがとうの
気持ちを伝える「ぽかぽかの木」
に全校で取り組みました。

人権集会では、みんなで人権につ
いて考えました。自分のよさも周
りの人のよさも大事にして、思い
やりあふれる学校にしていきたい
です。

元気さ・たくましさ

子どもたちが発案した縦割り遊び
「ハッピータイム」みんなで楽し
い時間を過ごしました。

元気な挨拶、進んで挨拶を目指し
て、委員会を中心に挨拶運動を行
っています。ボランティアで挨拶
運動をしてくれる人もいます！
明るい挨拶が響き合っています。

［福富小学校］
あなたには 伸びる力がある　
今日の努力がそれを創り育てる さぁ がんばろう

【学校教育目標】　自ら学び、思いやりと元気あふれる子どもの育成

地域の皆様に支えられ、様々な御支援や学びの機会をいただいています！
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白石新四国八十八ヶ所②
（第１番～第２番）

　喜多和十が主導し明治15年（1882）までに設置した白石新四国八十八ヶ所については、昭和25年（1950）に白
石信者団体がまとめた『白石新四国設置由来　八十八ヶ所所在地及ビ本尊』に所在地・本尊名・世話人名が記さ
れています。札所の位置図としては、同時期の作成かと考えられる手書きの「白石新四国札所所在地参道略図」が
あります。また、平成23年に、新四国八十八ヶ所研究会（研究会顧問山﨑勝二（白石信者団体第13代団長）、研
究員川﨑泰廣）が編纂した『白石新四国設置由来　八十八ヶ所所在地及び本尊』に上記の昭和25年資料のコピ
ー等と、住宅地図に新たに各札所位置が写真と共に示されています。更に令和２年に、『白石新四国八十八ヶ所
巡り　ポンコツ女子珍道中2020』に逆打ち（第88番から巡ること）道中記が写真・位置図と共にまとめられています。
　各札所に設置された本尊の当初の姿は、1石から彫り出された坐像・光背・台座（蓮華座他）が、基礎に立つ
竿石に乗るものでしたが、設置から100年以上が経過し、坐像のみが残る、基礎が失われるなど、当初の姿を留め
ているものは約4分の1に過ぎません。
　上記の文献も参考に、おおむね時計回りに設置されている白石新四国八十八ヶ所の詳細（竿石の銘文等）を順
打ち（第1番から巡ること）で紹介していきます。所在地の後に四国八十八ヶ所札所の寺院名と本尊を（　）内に併
記します。銘文の旧漢字は世話人名以外を常用漢字に直し、竿石に向かって正面を（正）、右側面を（右）、左側
面を（左）と表記します。なお、四国の旧国名は、阿波国（徳島県）が「阿州」、土佐国（高知県）が「土州」、伊予国（愛
媛県）が「イヨ」、讃岐国（香川県）が「讃州」と記されています。

第１番　深通・六角川堤防裾の祠（霊山寺‐釈迦如来）
　当初の本尊釈迦如来坐像等は無く、白石新四国90周年記念にあたる昭和46年（1971）秋彼岸銘の、右手で三
鈷杵、左手で数珠を握る「弘法大師」坐像が安置されています。銘文は、昭和25年（1950）の白石信者団体の調
査結果等に基づいて推定しました。

　第1番から北東方向の六角川堤防裾の小さな祠に安置されています。法界定印（禅定印‐瞑想を示す）を結ぶ
坐像は、明治18年（1885）銘の基礎に乗り、竿石は坐像向かって右の子安地蔵の基礎に転用され、基礎も右端
の小型弘法大師坐像の基礎に転用されています。
　如来・菩薩・明王の乗る台座は蓮の花を象った蓮華座が一般的ですが、ここ第2番から第15番までの本尊の
座る台座はいずれも方形です。第1番の本尊は失われていますが、同様の方形台座であったと考えられます。

VOL.203

〈参考資料〉
・ＨＰ（一社）四国八十八ヶ所霊場会
・新四国八十八ヶ所研究会編『白石新四国設置由来　八十八ヶ所所在地及び本尊』平成23年
・『白石新四国八十八ヶ所巡り　ポンコツ女子珍道中2020』令和２年　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

●5月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

図書室
有明公民館

5月

6月

/6日(金)/9日(月)/16日(月)
/23日(月)/26日(木)/30日(月)
/1日(水)～/6日(月)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・5月5日～6月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135

ゆうあい図書館から絵本、料理本等120冊を借り受けています。
図書室・玄関ロビーには、ブックリサイクルコーナーを設けていますので、
気に入った本はお持ち帰りください。
また、読みたい本などがあればお知らせください。

ゆうあい図書館、白石町総合センター、有明公民館で
借りた本は町内図書館、図書室どこでも返却可能です。
ご利用ください。

　町では、町民の健康維持増進と生活習慣病の予防を図るため、有明スカイパークふれあい郷「爽明館」の
使用料等を一部助成する「白石町爽明館利用券」を発行しています。利用券を希望する人は、健康づくり係
までお越しください。
■助成額　　利用券1枚につき210円
　　　　　　※1回(2時間)520円の使用料が、利用券を使うと310円になります。
■対象者　　白石町内に在住している40歳以上の人
■発行枚数　1人につき年間30枚まで
　　　　　　（有効期限　令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
■その他　　利用券は、本人のみ利用できます。
　　　　　　※昨年度発行の利用券(オレンジ色)は、今年度は使用できません。

図書館情報

爽明館のプール・ジムが310円で利用できます

！
う
も
読
を
本

！
う
も
読
を
本

●ゆうあい図書館　おはなしの部屋
5月のおはなし会　
14日（土）・28日（土）　10:30～

●蔵書点検に伴う休館のお知らせ
休館期間　6月1日（水）～6月6日（月）
蔵書点検期間中は、図書館を休館し次の作業を行います。
　☆蔵書の点検　☆書架の整理　☆本の配置換え
　☆その他、開館中にできない作業
期間中に返却される方は、次の点にご注意ください。
　☆本、雑誌は「返却ポスト」に返却してください。
　☆ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤなど、壊れやすいものは、
　　6月7日以降に図書館のカウンターへお返しください。

日本刀入門　この一冊で魅力がわかる
刀剣ファン編集部著　出版：天夢人（山と渓谷社）
　三日月宗近、明石国行、圧切長
谷部…。名刀の魅力と背景、見ど
ころを紹介するほか、日本刀に関
連するキーワードや名工、日本刀
を愛した武人・天皇、日本刀の見
方などを解説する。刀剣を鑑賞で
きる博物館・美術館一覧も掲載。

スリー  3ぼんあしのしあわせなイヌのおはなし
スティーヴン・マイケル・キング ぶんえ
神野 三鈴やく　出版：イマジネイション・プラス
　3本あしのイヌのスリーは
毎日楽しく過ごしていまし
た。ある日、すてきなかお
りの風を追いかけて遠くま
で行くと、2本あしの女の子
や4本あしのカエル、6本あ
しの虫に出会い…。前向き
で明るく、元気な3本あしの
イヌのお話。

倒産続きの彼女
新川 帆立著　宝島社

「元彼の遺言状」の続編
婚活に励む弁護士・玉子と、高飛
車な弁護士・麗子は、「会社を倒
産に導く女」と内部通報されたゴ
ーラム商会経理課・近藤まりあの
身辺調査を行うことに。調査を進
めるなか、リストラ勧告用の「首
切り部屋」で死体を発見し…。

第２番　深通・六角川堤防裾の祠（極楽寺‐阿弥陀如来）

申請場所・問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

　　　明治十五午年 
（右）　　大世話人　
　　　大戸村喜多和十
　　　第一番
（正）　本尊釈迦如来
　　　　阿州
　　　　　　霊山寺
　　　福吉村中（左）　世話人　井上嘉市

　　　明治十五午年
（右）　　大世話人　
　　　大戸村喜多和十
　　　第二番
（正）　本尊釈迦如来
　　　　阿州
　　　　　　極楽寺
　　　福吉村中
　　　　　　野口平次郎（左）　世話人草場寅左エ門
　　　　　　髙木德エ門

ぎゃく う

さおいし

う

れん げだい ざこうはいざぞう

こうぼうだい しじゅずこしょ

さんひがん

じゅん

しゃかにょらい

ごくらく あ  み  だ

りょうぜんろっかくがわふかどおり

さんしゅうさぬきのくに

いよのくにどしゅうとさのくにあしゅうあわのくに

はすみょうおうぼさつにょらい

めいそうぜんじょうほっかいじょういん

しろいし  しんしこく　はちじゅうはちかしょ

き  た  わ じゅう
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52022
May くらしのカレンダー 5/5▶ 6/10

※4月15日現在の予定です。今後、変更になる場合もありますので、ご了承ください。

6

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

心の教育相談
専用電話

0952-84-7130
［相談日］
月曜日～金曜日
8:30～17：00
［相談内容］
不登校・非行・退学・
進路・いじめ・その他

※子育て相談は予約制
です。事前に健康づくり
係に電話でお申し込み
ください。

法律相談は電話で予約してください。
白石町社会福祉協議会 TEL0954-65-8960

役場1階相談室1
役場１階ミーティング室1
役場3階大会議室
白石町健康センター
白石町総合センター

役場1階会議室2
白石町交流館
ゆうあい館
元気のたまご
  有明公民館

月　日 曜　日 当　番　施　設
5月  8日
15日
　22日
29日

6月  5日

日
日
日
日
日

藤井整形外科
高島病院
重村医院

古賀小児科内科医院
川崎整形外科医院

白石町
白石町
白石町
江北町
大町町

0952-84-5880
0954-65-3129
0952-84-2656
0952-86-2533
0952-82-5551

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

5
日 月 火 水 木 金 土

6 7

8 9 10 11 1412 13

15 16 17 18 19 20

22 23

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉
　12：45～13：15
　［H30.9月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★1歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉
　12：45～13：30
　［R2.9月～10月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

21

24 25 26 27 28

29 30 31

5 6 7 98 10

1 3 42

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆人権相談・行政相談
　　9：00～12：00

★子育て相談室
　「すくすく相談」
　　 〈受付〉13:15～
　事前申込者

こどもの日

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診
   　 〈受付〉
　13:15～13：40
　［R4.1月生］
　母子健康手帳・健やか
　親子21アンケート

★１歳児歯科健診
　　〈受付〉
　12：50～13：30
　［R3.5月～6月生］
　母子健康手帳・問診
　票（希望者へのフッ
　化物塗布実施）

日曜・祝日在宅医 ※都合により変更になる場合があります。

EXPRESS
職業訓練受講生募集（7月入所生）

■募集科名・定員
　電気設備施工科　各15人
■訓練期間　7月1日（金）～12月26日（月）
■募集期間　5月31日（火）まで
■入所選考　6月10日（金）
■受講料　　無料　※テキスト代等は自己負担
■申込方法　最寄りのハローワークでご相談ください
■問合せ先　ポリテクセンター佐賀　訓練課
　　　　　　TEL 0952-26-9516

花栽培やってみようセミナーを開催します！
■内　容　トルコギキョウの栽培方法や経営の概要、
　　　　　 就農支援策の紹介、栽培ハウス見学、若手
　　　　　 農家との意見交換、就農相談（希望者のみ）
■日　時　7月9日（土）13:00～16:00
　　　　　（受付12:30～）
■場　所　武雄市立西川登公民館
　　　　　（武雄市西川登町大字神六）
■定　員　20人程度（事前申し込み制、定員になり
　　　　　 次第締め切り）
■参加費　無料
■申し込み方法
　FAX、メールまたは右のQRコードの申し込み
　フォーム（FAX、メールでの申し込みの際は、件名に
　「花栽培やってみようセミナー希望」と明記し、氏名、
　年齢、住所、電話番号を記入）
■申し込み期限
　6月30日（木）
　申し込み・問い合わせ先　　
　佐賀県庁園芸農産課花き特産担当
　TEL:0952-25-7119　FAX:0952-25-7308
　メール: engeinousan@pref.saga.lg.jp

高齢者に対する講習会「刈払機安全講習」
■日　時　6月23日（木） １日間
■講習会場　
　キャタピラー九州株式会社佐賀教習センター
■講習内容　刈払機等の使用要領・安全について
　基礎から応用までその技術と知識を学ぶ講習
■締切日　6月13日（月）
■受講対象者　佐賀県在住で原則60歳以上の人、
　受講後シルバ－人材センタ－に入会を希望される人
■受講料　無料
■申込・問合せ先　
　公益社団法人佐賀県シルバ－人材センタ－連合会
　TEL(0952)20-2011 FAX(0952)20-2015

情報

犯罪発生件数

うち窃盗犯
23件

17件

前年比  

＋2件

前年比  

前年比  

＋5件

3件

6件

1件

1件

＋1件

前年比  

－5件

前年比

±0件

前年比  

＋6件

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

自転車盗

万引き

車上ねらい

0件 前年比

＋6件

オートバイ盗

空き巣、忍込み等

3月末現在

自宅等での確実な施錠をお願いします。

相
◆法律相談
　交10：00～12：00交

ミ
相

大
健
総

交
会

ゆ
元
有公

健
健

健

健

相

健

健相

健

相

相

相

「食物繊維をとりましょう」切り干し大根とピーマンの南蛮酢あえ
　人の腸内にはたくさんの腸内細菌が生息しており、おなかの調子は善玉菌と悪玉菌
のバランスによって決まります。食物繊維には、腸内の悪玉菌を減少させ、有害物質を
減らす働きがあると言われています。切り干し大根は食物繊維が豊富で10ｇで1食
の目安量の約1/3の食物繊維を取ることができます。

 

・切り干し大根
・ピーマン
・唐辛子
　　・酢
A　・みりん
　　・砂糖
　　・しょうゆ

‥‥‥‥25ｇ
‥‥‥‥‥‥1個
‥‥‥‥‥‥1本
‥‥‥‥大さじ1
‥‥‥大さじ1
‥‥‥‥小さじ1
‥‥小さじ1

■材料：2人分

■作り方
①切り干し大根を水で戻し、水気を切る。ピーマンはせん切りにする。　
　唐辛子は種を取り除き輪切りにする。
②耐熱ボウルにAを入れて電子レンジ（600ｗ）で30秒加熱し、唐辛子を
　加える。
③ボウルに①を入れて②をかけて和え、器に盛る。

（1人分：エネルギー71kcal　塩分0.5ｇ）

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

毎月19日は
「しろいし食育の日」です

第2次白石食育推進計画により毎月19日を｢しろいし食育の日｣と定めました。
19日は、家族揃って食卓を囲み楽しく食事をしましょう。

白石警察署管内の犯罪発生状況

★2ヵ月児相談
 　   〈受付〉
　13:00～13：30
　［R4.3月生］
　母子健康手帳・出生届
　の時の資料・育児やここ
　ろの健康チェック票
◆法律相談
　　 10：00～12：00
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（－10）
（－131）
（－58）
（－73）

7,749世帯
22,286人
10,564人　
11,722人　
R4年3月末現在（対前月比）

広報白石 2022.5 No.209 令和4年5月6日発行
編集・発行／佐賀県白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1
tel.0952-84-2111（代）　fax.0952-84-6611

URL http://www.town.shiroishi.lg.jp/

住民基本台帳法の
改正および外国人
登録制度の廃止に
より、外国人の人も
含まれています。

ひとのうごき

5月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

問 総務課 広報情報係　
TEL 0952-84-7111

対象　町内在住、就学前まで
6月1日（水）～7日（火）の期間内に、
①お子さんの名前（ふりがな）②生年
月日・年齢③性別④保護者名⑤住所
⑥電話番号⑦コメント（50字以内）
を書いて、メールでご提出ください。
（郵送・持参不可）

7月生まれの子どもの写真を募集します♪

煌ちゃん2歳おめでとう！おしゃべりと
自作の踊りでみんなを笑顔にしてくれて
ありがとう！！大好きだよ♪

るいと君、お誕生日おめでとう☆たくさん
食べて大きくなってね！笑顔いっぱいの
るいと君でいてね♪

6歳の誕生日おめでとう☆優しい紗菜ちゃん
が大好きだよ！これからも姉妹仲良しで
いてね☆

4歳お誕生日おめでとう♪いつもお手伝い
ありがとう!!これからも元気いっぱい大きく
なーれ☆

お誕生日おめでとう！いつも元気いっぱいの
れなっち☆これからもすくすく大きくなっ
てね！大好きだよ！

お誕生日おめでとう！いっぱい食べて
いっぱい動いていっぱい笑ういおちゃん
に皆んな癒されるよ！大好き♡

5さいのおたんじょうびおめでとう！おと
うとたちやおともだちとなかよくたのしく
すごしてね♪

  しろいしキッズ
  しろいしキッズ
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◎送付先 
kouhou@town.shiroishi.lg.jp

※写真は原則お子さん1人で写り、加工前の
　もの。
　本文に絵文字を使用すると表示されない
　場合がありますのでご注意ください。
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